
メンタルヘルス相談を利用される方へ
組合員資格の確認が必要です。いずれかをお持ちください。

② 現行の組合員証等
（令和７年12月１日まで有効）

注意点：

① 資格確認書

2025.1

（令和６年９月時点の情報に基づき作成）

組合員でない方、または資格喪失後の書類使用は、おやめください。
万一、資格がないにもかかわらず書類を使用された場合、自費にてご精算いただくことになります。
オンライン相談の場合は、画面ごしに上記①～③のいずれかをご提示ください。
その他ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

マイナポータルにログイン
後、「健康保険証」をタップ

資格情報画面表示後、スク
ロールし資格を確認

B）ダウンロード保存したPDFファイル
「医療保険の資格情報」で確認する場合

保存日時が概ね１か月以内の日付のもの
をご提示ください

資格を確認

概ね１か月以内の
日付か確認

③ マイナポータルの資格情報

近畿中央病院・大阪メンタルヘルス総合センター

ご自宅でご準備を

A）当日マイナポータルにログインして確認する場合

❸資格情報画面の
ダウンロードが完了

➋画面をスクロールし
「端末に保存」を選択

➊マイナポータルにログイン後
【健康保険証】をタップ

資格情報画面の
ダウンロード方法

マイナポータルアプリ

推奨

マイナンバーカードをご持参ください

スマホに保存するか、
印刷したものをご準備ください

（枝番）00
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